
 議案第３号 

東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年２月２４日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

           

東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則（平成２８年板橋区教育委員会規則

第３号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条 

第１項第２号中「第10条」を「第11条」に、「第29条の規定による博物館に相

当する施設として、都道府県教育委員会の指定を受けたものであるとき。」を

「第31条第２項に規定する指定施設であるとき。」に改める。 

 

  付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  

 （提案理由） 

  博物館法の一部を改正する法律が令和 4年 4月15日付で公布され、令和 5 年

4 月 1日付で施行となる予定である。 

同法改正に伴い、条ずれが生じたため、同法を引用した部分について一部改

正する。 
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東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則 ○東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則 

平成28年３月24日東京都板橋区教育委員会規則第３号 平成28年３月24日東京都板橋区教育委員会規則第３号 

 

 

東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則 

 

 

東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則 

第１条～第11条 （略） 第１条～第11条 （略） 

（資料の貸出し） （資料の貸出し） 

第12条 所蔵資料等の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

第12条 所蔵資料等の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

(１) 国又は地方公共団体が設置する美術館、博物館又はこれらに類する

施設であるとき。 

(１) 国又は地方公共団体が設置する美術館、博物館又はこれらに類する

施設であるとき。 

(２) 前号以外の施設で博物館法（昭和26年法律第285号）第11条の規定に

よる登録を受け、又は同法第31条第２項に規定する指定施設であるとき。 

(２) 前号以外の施設で博物館法（昭和26年法律第285号）第10条の規定に

よる登録を受け、又は同法第29条の規定による博物館に相当する施設と

して、都道府県教育委員会の指定を受けたものであるとき。 

(３) その他教育委員会が適当と認めるものであるとき。 (３) その他教育委員会が適当と認めるものであるとき。 

２ 所蔵資料等の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書（別記第８

号様式）を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 所蔵資料等の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書（別記第８

号様式）を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。 

３ 前項の場合において、貸出しを受けようとする資料が寄託資料であると

きは、寄託者の承諾書を添付しなければならない。 

３ 前項の場合において、貸出しを受けようとする資料が寄託資料であると

きは、寄託者の承諾書を添付しなければならない。 

４ 教育委員会は、所蔵資料等の貸出しを適当と認めたときは、資料貸出許

可書（別記第９号様式）を交付するものとする。 

４ 教育委員会は、所蔵資料等の貸出しを適当と認めたときは、資料貸出許

可書（別記第９号様式）を交付するものとする。 

 第13条～第14条 （略） 

付 則 付 則 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 １ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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改正後 改正前 

２ この規則の施行の際、現に東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則及び

東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則を廃止する規則（平成28年板

橋区規則第13号）による廃止前の東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則

（平成20年東京都板橋区規則第39号）に基づいて作成された様式の用紙で

現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕うことにより、こ

の規則に基づいて作成された相当様式として使用することができる。 

２ この規則の施行の際、現に東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則及び

東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則を廃止する規則（平成28年板

橋区規則第13号）による廃止前の東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則

（平成20年東京都板橋区規則第39号）に基づいて作成された様式の用紙で

現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕うことにより、こ

の規則に基づいて作成された相当様式として使用することができる。 

付 則（平成29年12月20日東京都板橋区教育委員会規則第19号） 付 則（平成29年12月20日東京都板橋区教育委員会規則第19号） 

１ この規則は、平成30年１月１日から施行する。 １ この規則は、平成30年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区立郷土資料

館条例施行規則に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都板橋区立郷土資料

館条例施行規則に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

付 則（令和３年３月16日東京都板橋区教育委員会規則第２号） 付 則（令和３年３月16日東京都板橋区教育委員会規則第２号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和 年 月 日東京都板橋区教育委員会規則第 号） 【付則追記】 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 


